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仕様書のⅠ．業務内容 第６−２項に関して、 衛⽣設備点検のう
ち、受⽔槽、⾼架⽔槽の清掃、⽔質検査や空調機器の定期点
検については、本契約の対象外という認識でよろしいでしょう
か。

受水槽、高架水槽の清掃、水質検査等は本契約の業務内容であ
る。業務にあたっては、貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者
が貯水槽清掃作業従事者研修を修了した者を監督しつつ業務を
行うこととし、作業前に資格証等を提示して監督職員の確認を受
けること。
空調機の点検については、原則別冊1、2の内容によることとする。
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質問内容 回答内容

本件は核燃料物質関連施設の建屋管理業務とされており、仕
様書のⅠ．業務内容 第２項、第３項に記載されている「固体廃
棄物保管庫」及び「アルファ線棟」の建屋についても管理対象
で、作業範囲と内容としては、第６−１項の規定により、建屋管理
と、付帯設備の空調等の不具合対応等も含むということと認識し
てよろしいでしょうか。
その認識が合っているのであれば、管理のための巡回点検によ
る確認が必要と考えますので、巡回点検の頻度、項⽬等の要領
をご教⽰願います。

警報等の発報で異常故障が分かるため巡回点検は不要である
が、空調機等の不具合対応は含む。

仕様書では、「点検及び作業に必要な⼯具、計測機器等の機
材」、「保守に必要な消耗部品、材料、油脂等」、「⼩修繕業務の
必要な計測器類」、「本業務で必要な消耗品類」について受注
者の負担とされておりますが、不具合・故障時のメンテナンスに
必要な部品・消耗品類は機構殿の⽀給、⼩修繕業務の交換す
る消耗品は機構殿の⽀給となっており、受注者負担と機構殿⽀
給の線引きについてご教⽰願います。

仕様書記載の項目については原則、受注者負担とする。
不具合、故障時のメンテナンス及び小修繕業務を行うために必要
な主たる部品、材料は機構負担とする。
不具合・故障時のメンテナンスに必要な部品・消耗品類の例　：
蛍光灯、フィルター等

⼩修繕業務の交換する消耗品の例　：　機械部品等
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